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○紫波町地方就職支援金交付要綱 

 

令和６年９月11日告示第302号 

改正 

令和７年３月26日告示第97号 

令和８年３月27日告示第98号 

 

 

紫波町地方就職支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１ 町への移住又は定住を促進し、及び中小企業等における人手の不足を解消するため、い

わて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領の定めるところにより、予算の範囲内で

、紫波町補助金交付規則（昭和35年紫波町規則第15号。以下「規則」という。）及びこの要

綱により支援金を交付する。 

（支援金の交付対象） 

第２ 支援金の交付を受けることのできる者は、別表第１に定める要件を全て満たす者とする

。 

（補助対象経費及び支援金の額） 

第３ 補助対象経費は、岩手県に所在する企業に就職するために受けた採用面接等に要した交

通費（住所地から採用面接等の会場までの交通費をいう。以下「交通費」という。）及び岩

手県に所在する企業に就職するための移住に要した移転費（以下「移転費」という。）とす

る。 

２ 支援金の額は、次のとおりとする。 

 (１) 交通費 住宅地から採用面接等の会場までの交通費の２分の１以内の額とし、15,200

円を上限とする。 

 (２) 移転費 岩手県に所在する企業への就職のために引越事業者（貨物自動車運送事業法

（平成元年法律第83号）第２条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。）

への支払に要した額とし、108,000円を上限とする。 

３ 前項の支援金の額に 100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

４ 前項の規定にかかわらず、支援金の交付を受けようとする者が、次の各号に掲げる助成金

等の支給を受けている場合は、対象費用から当該助成金等の額を差し引いた額を対象費用と
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する。 

(１) 対象費用に対し国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から交付された助成金等 

(２) 就職することが内定した企業又は就業中の企業から支給された交通費 

 (３) 就職することが内定した企業又は就業中の企業から支給された移転費 

（支援金の交付回数） 

第４ 支援金の交付は、一人につき交通費及び移転費それぞれ１回を限度とする。 

（提出書類及び提出期日） 

第５ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりと

する。 

（報告及び立入調査） 

第６ 町長は、支援金の交付に関し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は立入調査

をすることがある。 

（返還請求） 

第７ 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、支援金の全額の返還を

求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると

町長が認めたときは、この限りでない。 

(１) 虚偽の申請等をしたとき。 

(２) 支援金の申請をした日から１年以内に別表第１に規定する就業に関する要件を満たす

企業に就職しなかったとき。 

(３) 支援金の申請をした日から１年以内に町に転入しなかったとき（支援金の申請の時点

において町に住民票があるときを除く。）。 

(４) 要件を満たす企業に就職した日から１年以内に当該企業を退職したとき（退職の日か

ら３月以内に県内の別の企業に就職するときを除く。）。 

(５) 町に転入した日、就業日又は申請日のいずれか遅い日から１年に満たないうちに町外

へ転出したとき。 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

前 文（抄）（令和７年３月26日告示第97号） 

令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２関係及び第７関係） 

区分 要件 

基本的要件 １ 移住元に関する要件 

(１) 卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある学校教育法（

昭和22年法律第26号）に規定する大学又は大学院の東京圏内（条件不

利地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第19号）、山村振興法（昭和40年法律第64号）、離島振興法（昭

和28年法律第72号）、半島振興法（昭和60年法律第63号）又は小笠原

諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）の指定区域を含む市

町村（政令指定都市を除く。）をいう。以下同じ。）を除く。）のキ

ャンパスに原則４年以上在学し、当該大学又は大学院を卒業する見込

みであり、又は卒業していること。 

(２) 卒業年度において、東京圏内（条件不利地域を除く。）に継続し

て在住し、又は在住していたこと。 

２ 移住先に関する要件 

(１) 交通費の申請を行う場合 

ア 申請を行う費用に係る採用面接等を実施した県内に所在する企業

に就職することが内定し、又は卒業・修了日から１年以内かつ就業

開始日から１年以内であること。 

イ 就業及び移住前に申請を行う場合は、就業開始予定日前１年以内

であり、卒業後にアに規定する企業に就職し、町に移住する意思を

有していること。 

 (２) 移転費の申請を行う場合 

ア 県内に所在する企業に就業していること。 

イ 申請日において、卒業・修了日から１年以内かつ就業開始日から

１年以内であること。 

ウ 紫波町Ｕ・Ｉターン移住支援金及び紫波町若者Ｕ・Ｉターン移住

支援金の申請及び交付決定を受けていないこと。 

３ その他の要件 

(１) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でな

いこと。 

(２) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者

の配偶者等若しくは定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格

を有すること。 

(３) その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこ

と。 

就業に関す

る要件 

１ 就職先に関する要件 

(１) 勤務地が県内であること。 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法

律第 122号）第２条第２項に定める風俗営業者又は同条第５項に定め

る性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。 

(３) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等

でないこと。 
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(４) 国、地方公共団体、独立行政法人又は第三セクター（地方公共団

体から補助金の交付を受けているものを除く。）でないこと。 

(５) 就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を

担う職務を務めている法人等でないこと。 

２ 就業条件等に関する要件 

(１) 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みで

あること。 

(２) 勤務先の候補地が県内に限られることその他町外への転出を要す

る勤務地の変更がないこと。 

 

別表第２（第５関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条の規定に

よる書類 

１ 紫波町地方就職支援金交

付申請書（交通費申請用） 

２ 紫波町地方就職支援金交

付申請書（移転費申請用） 

３ 内定証明書（交通費の申

請を行う場合に限る。） 

４ 就業証明書（就業中に申

請を行う場合に限る。） 

５ 移住先地域を中心とした

勤務を基本とする採用であ

ることが確認できる資料（

雇用契約書等） 

６ その他町長が必要と認め

る書類 

第１号 

 

 

第２号 

 

 

第３号 

第４号 

１部 

 

 

１部 

 

 

１部 

１部 

別に定める。 

規則第13条第１項の

規定による書類 

紫波町地方就職支援金請求書 第５号 １部 別に定める。 

 


